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新潟県スポーツ推進審議会規則をここに公布する。 

平成30年３月16日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

新潟県規則第３号 

新潟県スポーツ推進審議会規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、新潟県スポーツ推進審議会に関する条例（昭和37年新潟県条例第23号）第４条の規定に基

づき、新潟県スポーツ推進審議会（以下「審議会」という｡)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものと

する。 

（会長及び副会長） 

第２条 審議会に会長及び副会長１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第３条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（庶務） 

第４条 審議会の庶務は、県民生活・環境部スポーツ課において行う。 

（委任） 

第５条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 

附 則 

この規則は、平成30年４月１日から施行する。 
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新潟県農業共済組合検査規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成30年３月16日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

新潟県規則第４号 

新潟県農業共済組合検査規則の一部を改正する規則 

新潟県農業共済組合検査規則（昭和27年新潟県規則第85号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)を当該改正部分に対応する同表の改正

後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（総則） 

第１条 農業保険法（昭和22年法律第185号。以下

「法」という｡)第209条第１項から第３項までの

規定により、知事が、農業共済組合に対して行う

検査は、法令の定めるところによるほか、この規

則の定めるところによるものとする。 

 

（検査の請求） 

第３条 農業共済組合の組合員が、法第209条第３

項の規定による検査の請求をしようとするときは、

別記様式による検査請求書に関係書類を添えて知

事に提出しなければならない。 

 

別記様式（第３条関係） 

農業共済組合検査請求書 

 （略） 

  農業保険法第209条第３項の規定により、下記

のとおり、関係書類を添えて農業共済組合の検査

を請求します。 

 （略） 

（総則） 

第１条 農業災害補償法（昭和22年法律第185号。

以下「法」という｡)第142条の２から第142条の４

までの規定により、知事が、農業共済組合に対し

て行う検査は、法令の定めるところによるほか、

この規則の定めるところによるものとする。 

 

（検査の請求） 

第３条 農業共済組合の組合員が、法第142条の４

の規定による検査の請求をしようとするときは、

別記様式による検査請求書に関係書類を添えて知

事に提出しなければならない。 

 

別記様式（第３条関係） 

農業共済組合検査請求書 

 （略） 

  農業災害補償法第142条の４の規定により、下

記のとおり、関係書類を添えて農業共済組合の検

査を請求します。 

 （略） 

附 則 

 この規則は、平成30年４月１日から施行する。 

 

告   示 

◎新潟県告示第251号 

生活保護法（昭和25年法律第144 号）第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によ

るものとされた生活保護法第49条の規定により、指定施術者等を次のとおり指定した。 

平成30年３月16日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

氏   名 名   称 所  在  地 指定年月日 

間島 大樹（柔道整

復） 
間島接骨院 長岡市泉２丁目４－16 平成30年２月16日 

 

◎新潟県告示第252号 

生活保護法施行規則（昭和25年厚生省令第21号）第14条第１項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに

永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項に

おいてその例によるものとされた生活保護法施行規則第14条第１項の規定により、指定施術者等から次のとおり

廃止した旨の届出があった。 



平成30年３月16日(金) 新  潟  県  報 第21号 

4 

平成30年３月16日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

氏   名 名   称 所  在  地 廃止年月日 

佐藤 宗作 佐藤整骨院 上越市南本町３－６－11 平成30年１月31日 

 

◎新潟県告示第253号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残

留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例による

ものとされた生活保護法第49条の規定により、指定医療機関を次のとおり指定した。 

平成30年３月16日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

名     称 所  在  地 指 定 年 月 日 

あんず調剤薬局 魚沼市井口新田321番地６ 平成26年７月１日 

 

◎新潟県告示第254号 

生活保護法施行規則（昭和25年厚生省令第21号）第14条第１項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに

永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項に

おいてその例によるものとされた生活保護法施行規則第14条第１項の規定により、指定医療機関から次のとおり

廃止した旨の届出があった。 

平成30年３月16日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

名     称 所  在  地 廃 止 年 月 日 

あんず調剤薬局 魚沼市井口新田321番地６ 平成30年１月１日 

六日町調剤薬局二日町店 南魚沼市二日町212－８ 平成30年１月１日 

たんぽぽ薬局 南魚沼市泉甲201－７ 平成30年１月１日 

なのはな調剤薬局 南魚沼市浦佐4135番地４ 平成30年１月１日 

やまと調剤薬局 南魚沼市浦佐5278番地24 平成30年１月１日 

大歯科医院 五泉市三本木3033番地 平成29年10月31日 

医療法人社団 外川医院 柏崎市西本町１丁目11－22 平成29年12月31日 

あおき歯科・矯正歯科クリニック 上越市下門前1805 平成28年５月７日 

齋藤皮膚泌尿器科医院 長岡市緑町１丁目38番地37 平成29年12月31日 

高橋医院 長岡市大島新町２－１－18 平成30年２月１日 

 

◎新潟県告示第255号 

理容師法（昭和22年法律第234号）第11条の４第２項の規定により、管理理容師資格認定講習会を次のとおり指
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定する。 

平成30年３月16日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 講習会の主催者の名称及び住所 

  公益財団法人 理容師美容師試験研修センター（理事長 上原 至雅） 

  東京都江東区有明３丁目７番26号 有明フロンティアビルＢ棟９階 

２ 会場の運営及び設営の窓口となる事務所の名称及び所在地 

  公益財団法人 理容師美容師試験研修センター 業務部 

  東京都江東区有明３丁目７番26号 有明フロンティアビルＢ棟９階 

３ 講習会場、講習日程及び講習科目 

(1) 講習会場の名称及び所在地 

   長岡商工会議所 

   新潟県長岡市坂之上町２－１－１ 

(2) 講習日程及び講習科目 

  第１日（10月１日）公衆衛生（４時間） 

                      衛生管理（２時間） 

  第２日（10月２日）衛生管理（６時間） 

  第３日（10月15日）衛生管理（６時間） 

４ 受講資格 

  平成30年８月27日までに、理容師の免許を受けた後３年以上理容の業務に従事したものであること。 

５ 受講料 

  １人 16,000円 

 

◎新潟県告示第256号 

美容師法（昭和32年法律第163号）第12条の３第２項の規定により、管理美容師資格認定講習会を次のとおり指

定する。 

平成30年３月16日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 講習会の主催者の名称及び住所 

  公益財団法人 理容師美容師試験研修センター（理事長 上原 至雅） 

  東京都江東区有明３丁目７番26号 有明フロンティアビルＢ棟９階 

２ 会場の運営及び設営の窓口となる事務所の名称及び所在地 

  公益財団法人 理容師美容師試験研修センター 業務部 

  東京都江東区有明３丁目７番26号 有明フロンティアビルＢ棟９階 

３ 講習会場、講習日程及び講習科目 

(1) 講習会場の名称及び所在地 

   長岡商工会議所 

   新潟県長岡市坂之上町２－１－１ 

(2) 講習日程及び講習科目 

   第１日（10月１日）公衆衛生（４時間） 

            衛生管理（２時間） 

   第２日（10月２日）衛生管理（６時間） 

   第３日（10月15日）衛生管理（６時間） 

４ 受講資格 

  平成30年８月27日までに、美容師の免許を受けた後３年以上美容の業務に従事したものであること。 

５ 受講料 

  １人 16,000円 

 

◎新潟県告示第257号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第65条の規定により、

次の指定自立支援医療機関（育成医療・更生医療）は、その指定を辞退する。 
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平成30年３月16日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

名 称 所 在 地 
担当する医療の 

種     類 
辞退の効力発生年月日 

町立津南病院 
中魚沼郡津南町 

大字下船渡丁2682番地 

育成医療・更生医療 

（心臓脈管外科に関する医療） 
平成30年３月31日 

 

◎新潟県告示第258号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の規定に

よる指定障害福祉サービス事業者を次のとおり指定した。 

平成30年３月16日 

新潟県知事  米 山  隆 一  

障害福祉 

サービスの種類 
事業所の名称 所在地 事業者 

指定 

年月日 

短期入所 
ショートステイおおすぎ 

上越市吉川区河沢633番

地 

特定非営利活動法人 

大杉の里 

平成30年

３月１日 

 

◎新潟県告示第259号 

農産物検査法（昭和26年法律第144号）第17条第７項の規定により、地域登録検査機関の登録事項の変更の届出

があり、登録台帳への記載事項を次のとおりとした。 

平成30年３月16日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎新潟県告示第260号 

森林法（昭和26年法律第249号）第29条の規定により、農林水産大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定

である旨の通知があった。 

平成30年３月16日 

新潟県知事    米 山  隆 一 

１ 保安林予定森林の所在場所 

  新潟県十日町市山谷221の３、227の１、248の３、249の２、250の３、251、252の１、252の３、262の５、263、

269、270、271の１、272の１、272の２、273、274、277の１、277の２、278の１、278の３、278の６、280、

281の１、281の３、282の１、282の２、282の５、282の７、296から298まで、303、304、305の１から305の

３まで、306の１、306の２、306の４から306の６まで、307の１、308の１、309の１、309の２、311の１、311

の２、312、313、314の１、318、323の１、324、326、326の１、327、328の１、330、331の１、331の２、331

の４、331の５、333、334の１、334の２、335から337まで、338の１、338の３、344、345、348、 沢乙762

の41、乙762の43、乙763の１、乙763の３、乙764の１、乙764の４、乙764の６から乙764の８まで、乙858の

６、乙858の10、乙860の１、乙860の３ 

２ 指定の目的 

  土砂の流出の防備 

３ 指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

登録番号

代表者氏名 　代表理事会長    今 井　 長 司

登録の区分 　品 位 等 検 査

農産物の種類 　国内産もみ、国内産玄米、国内産大麦、国内産小麦、国内産大豆、 国内産そば

新潟県 本間　義彦 新潟県新潟市西区上新栄町３－６－２ もみ、玄米、大麦、大豆 K1515008

備　　　考

主たる事務 所の
所 在 地

　　略称『 新潟県検査協会 』　平成30年３月16日　農産物検査員１名の削除。　検査員合計673名。

農産物検査
を行う区域

農 産 物 検 査 員 成 分 検 査 業 務 受 委 託 先

氏　　　名 住　　   　　所 農産物の種類 証明書番号
受 委 託 の
区 分

登録検査 機関
の 名 称

代 表 者
氏 名

15004 登録年月日 平成14年８月20日

登録検査機関の名称 　一般社団法人新潟県農産物検査協会

主たる事務
所の所在地

　新潟県新潟市西区山田2310番地15
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 ア 主伐は、択伐による。 

 イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。 

 ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 

 (｢次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県農林水産部治山課及び十日町市役所に備え置いて縦覧に

供する｡) 

 

◎新潟県告示第261号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、長岡市の信濃川左岸土地改良区から次のとお

り役員が退任した旨の届出があった。 

平成30年３月16日 

新潟県長岡地域振興局長 

１ 退任 

  理事 長岡市蓮潟２丁目10番25号   大井 圭 

  退任年月日 平成30年３月９日 

 

◎新潟県告示第262号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第９項の規定により、長岡市を地域とする県営区画整理（経営

体育成基盤整備「農業生産法人等育成型｣)事業富島地区に係る換地処分をした。 

平成30年３月16日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

 

◎新潟県告示第263号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、国土交通省北陸地方

整備局信濃川下流河川事務所長から次のとおり公共測量を終了した旨の通知があったので、同条第３項の規定に

より公示する。 

平成30年３月16日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 作業種類 公共測量（水準測量） 

２ 作業期間 平成29年９月20日から平成30年３月６日まで 

３ 作業地域 信濃川下流河川事務所管内の信濃川沿岸 

（新潟市東区臨港町２丁目～燕市中条新田） 

 

◎新潟県告示第264号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、南魚沼市長から次の

とおり公共測量を終了した旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 

平成30年３月16日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 作業種類 公共測量（地盤変動調査二級水準測量） 

２ 作業期間 平成29年９月１日から平成29年12月28日まで 

３ 作業地域 南魚沼地域 

 

◎新潟県告示第265号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、新潟県知事（南魚沼

地域振興局長）から次のとおり公共測量を終了した旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 

平成30年３月16日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 作業種類 公共測量（県営農地環境整備事業（一般）新外谷地区 確定測量） 

２ 作業期間 平成29年９月11日から平成30年３月８日まで 

３ 作業地域 南魚沼市吉里地内 
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◎新潟県告示第266号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県新潟地域振興局新津地域整備部庶

務課において縦覧に供する。 

平成30年３月16日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 道路の種類 一般国道 

２ 路 線 名 290号 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

五泉市南田中字上川原甲284番２から 

 

同市牧字興野840番１まで 

新 9.4～17.4メートル 1,389.1メートル 

旧 6.6～17.2メートル 1,388.1メートル 

 備考 路線の重用 

    一部区間県道下戸倉五泉線と重用 

 

◎新潟県告示第267号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、一般国道変更区域の供用を次のとおり開始する。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県新潟地域振興局新津地域整備部庶

務課において縦覧に供する。 

平成30年３月16日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 路 線 名  一般国道 290号 

２ 供用開始の区間 

  五泉市南田中字上川原甲284番２から同市牧字興野840番１まで 

３ 供用開始の期日  平成30年３月16日 

 

◎新潟県告示第268号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県新潟地域振興局新津地域整備部庶

務課において縦覧に供する。 

平成30年３月16日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 道路の種類 県道 

２ 路 線 名 牧上野線 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

五泉市上野字宮ノ前甲364番から 

 

同市上野字宮ノ前甲399番１まで 

新 9.0～13.0メートル 14.7メートル 

旧 9.0～16.0メートル 17.6メートル 

 

◎新潟県告示第269号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県上越地域振興局地域整備部庶務課



第21号 新  潟  県  報 平成30年３月16日(金) 

9 

において縦覧に供する。 

平成30年３月16日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 道路の種類 県道 

２ 路 線 名 新井柿崎線 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

上越市吉川区下八幡字草刈場６番１から 

 

同市吉川区下八幡字鮫面35番１まで 

新 7.3～15.0メートル 409.3メートル 

旧 7.3～15.0メートル 409.3メートル 

 

◎新潟県告示第270号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県上越地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成30年３月16日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 路 線 名  県道   新井柿崎線 

２ 供用開始の区間 

  上越市吉川区下八幡字草刈場６番１から同市吉川区下八幡字鮫面35番１まで 

３ 供用開始の期日  平成30年３月16日 

 

◎新潟県告示第271号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県上越地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成30年３月16日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 道路の種類 県道 

２ 路 線 名 妙高高原公園線 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

妙高市大字杉野沢字宇棚3375番14から 

 

同市大字杉野沢字西野3179番１まで 

新 6.2～17.2メートル 173.0メートル 

旧 6.2～17.2メートル 176.2メートル 

 

◎新潟県告示第272号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県上越地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成30年３月16日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 路 線 名  県道   妙高高原公園線 

２ 供用開始の区間 
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  妙高市大字杉野沢字宇棚3375番14から同市大字杉野沢字西野3179番１まで 

３ 供用開始の期日  平成30年３月16日 

 

公   告 

技能検定の合格者の発表について（公告） 

職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）第44条第１項、第46条第２項及び職業能力開発促進法施行令（昭

和44年政令第258号）第３条の規定により実施した平成29年度後期技能検定の合格者は、次のとおりである。 

平成30年３月16日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

等級  検定職種（作業名） 

     受検番号 

特級 

 機械加工 

B0001 

金属プレス加工 

B0001 

仕上げ 

C0001 

電子機器組立て 

A甲0001 

電気機器組立て 

B0003 

半導体製品製造 

B0001 

建設機械整備 

B0001 

プラスチック成形 

B0001  B0006 

１級 

さく井 

（パーカッション式さく井工事作業） 

A甲0001  A甲0002  A甲0005  A甲0006  C0001  C0002 

（ロータリー式さく井工事作業） 

A甲0001  A甲0002  A甲0003  A甲0005  A甲0006  A甲0008  A甲0010  A甲0012 

A甲0015  A甲0016  A甲0017  A甲0018  A甲0021  A甲0022  A甲0023  A甲0024 

A甲0025  B0001  B0003  C0001  C0004  C0005  C0006  C0007  C0008  C0011 

金属溶解 

（鋳鋼溶解作業） 

A甲0001  A甲0002  A甲0003  A甲0005  A甲0006 

鍛造 

（プレス型鍛造作業） 

A甲0001  A甲0002  A甲0003  A甲0004 

工場板金 

（機械板金作業） 

A甲0001  A甲0002  C0005 

機械検査 

（機械検査作業） 

A甲0003  A甲0008  B0001  C0001  C0004  C0005  C0006  D0001  D0002 

電気機器組立て 
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（シーケンス制御作業） 

C0003  C0004 

プリント配線板製造 

（プリント配線板製造作業） 

A甲0002  A甲0003 

空気圧装置組立て 

（空気圧装置組立て作業） 

A甲0002  A甲0003  C0002 

農業機械整備 

（農業機械整備作業） 

A甲0001  A甲0002  A甲0003  A甲0004  A甲0005  A甲0006  A甲0007  A甲0008 

A甲0011  A甲0012  A甲0013  A甲0014  A甲0015  A甲0016  A甲0018  A甲0019 

A甲0020  B0003  B0005  C0001 

冷凍空気調和機器施工 

（冷凍空気調和機器施工作業） 

A甲0001  A甲0003  A甲0005  A甲0006  A甲0007  A甲0008  A甲0010  B0001  B0002 

B0004  B0005  C0001 

婦人子供服製造 

（婦人子供既製服縫製作業） 

A甲0001  A甲0002  A甲0003 

和裁 

（和服製作作業） 

C0001 

製版 

（DTP作業） 

A甲0001  A甲0003  A甲0004  B0001  C0001  C0002 

強化プラスチック成形  

（エポキシ樹脂積層防食作業） 

A甲0001  B0001 

パン製造 

（パン製造作業） 

C0001  C0002 

菓子製造 

（洋菓子製造作業） 

A甲0001 

建築大工 

（大工工事作業） 

A甲0003  A甲0004  A甲0005  A甲0006  A甲0007  A甲0010  A甲0011  C0002  C0003 

C0007  C0009  C0010 

かわらぶき 

（かわらぶき作業） 

A甲0001  A甲0002  C0001 

配管 

（建築配管作業） 

A甲0001  A甲0004  A甲0005  A甲0008  A甲0009  A甲0011  A甲0012  A甲0014 

A甲0016  B0001  B0002  C0002  C0004  C0005  C0006  C0011 

厨房設備施工 

（厨房設備施工作業） 

A甲0001  A甲0002  A甲0003  A甲0004  A甲0007  A甲0008  A甲0009  A甲0010 

A甲0011  A甲0013 

型枠施工 
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（型枠工事作業） 

A甲0001  A甲0002  A甲0004  A甲0005  A甲0009  A甲0010  A甲0011  A甲0012 

A甲0013  A甲0015  A甲0016  A甲0017  C0005 

鉄筋施工 

（鉄筋組立て作業） 

A甲0001  A甲0002  A甲0003  A甲0004  A甲0005  A甲0006  A甲0007  A甲0008 

A甲0009  A甲0010  B0001  B0003  C0001  C0002  C0004 

コンクリート圧送施工 

（コンクリート圧送工事作業） 

C0001  C0002 

防水施工 

（アスファルト防水工事作業） 

C0001  C0002 

（合成ゴム系シート防水作業） 

C0001 

（塩化ビニル系シート防水工事作業） 

A甲0001  A甲0004  A甲0005  B0001  C0001  C0002  C0003  C0004 

（改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業） 

C0001 

内装仕上げ施工 

（ボード仕上げ工事作業） 

D0001 

カーテンウォール施工 

（金属製カーテンウォール工事作業） 

A甲0001  A甲0002  A甲0003  C0001 

ガラス施工 

（ガラス工事作業） 

A甲0001  A甲0002  A甲0003  A甲0004  A甲0005  A甲0007  A甲0008  B0001  C0002 

C0003 

機械・プラント製図 

（機械製図CAD作業） 

A甲0004  A甲0006  D0001  D0002 

金属材料試験 

（組織試験作業） 

金属材料試験職種（組織試験作業）の合格者は、別途発表します。 

塗装  

（鋼橋塗装作業） 

A甲0004  A甲0005  A甲0006  A甲0008  A甲0009  A甲0010  A甲0014  B0002  C0001 

C0002  C0003  C0004  C0005  C0006  C0007  C0008 

単一等級 

樹脂接着剤注入施工 

（樹脂接着剤注入工事作業） 

A甲0001  A甲0002  A甲0003  A甲0004  A甲0005  A甲0006  A甲0009  B0001  C0001 

C0002 

路面標示施工 

（加熱ペイントマシンマーカー工事作業） 

D0001 

２級 

さく井 

（パーカッション式さく井工事作業） 

A甲0002  A甲0004  A甲0006  A甲0007  A甲0008  A甲0009  A甲0014  A甲0015 
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A甲0019  A甲0020  C0001  C0004  C0005  C0007  C0009  C0011  C0012 

（ロータリー式さく井工事作業） 

A甲0002  C0001  C0003 

金属溶解 

（鋳鋼溶解作業） 

A甲0001 

鍛造  

（プレス型鍛造作業） 

A甲0001  B0001 

工場板金 

（機械板金作業） 

A甲0001  A甲0004  A甲0005  A甲0006  A甲0007 

機械検査 

（機械検査作業） 

A甲0002  A甲0004  A甲0009  A甲0012  A甲0014  A甲0015  A甲0017  A甲0023 

A甲0025  A甲0027  A甲0029  A甲0030  A甲0031  A甲0036  A甲0043  A甲0047 

A甲0048  A甲0049  A甲0051  A甲0052  A甲0053  A甲0055  A甲0057  C0001 

C0002  C0005  C0006  C0007  C0009  C0013  C0019  C0020 

電気機器組立て 

（シーケンス制御作業） 

A甲0001  A甲0002  A甲0003  A甲0004  A甲0007  A甲0008  A甲0010  A甲0011 

A甲0012  C0001  C0005 

空気圧装置組立て 

（空気圧装置組立て作業 ） 

A甲0002  A甲0004  A甲0005  A甲0007  A甲0008  A甲0013  A甲0014 

農業機械整備  

（農業機械整備作業） 

A甲0001  A甲0002  A甲0003  A甲0005  A甲0006  A甲0007  A甲0009  A甲0010 

A甲0012  A甲0015  A甲0016  A甲0017  A甲0019  A甲0022  A甲0023  A甲0024 

A甲0025  A甲0028  A甲0029  A甲0034  B0001  C0001  C0002 

冷凍空気調和機器施工  

（冷凍空気調和機器施工作業） 

A甲0005  A甲0006  A甲0008  A甲0009  A甲0012  A甲0013  B0002  B0003  B0004 

製版  

（DTP作業） 

A甲0001  A甲0002  A甲0003  A甲0004  A甲0005  A甲0006  C0001  C0002 

パン製造 

（パン製造作業） 

B0001  C0001 

菓子製造 

（和菓子製造作業） 

B0001 

水産練り製品製造 

（かまぼこ製品製造） 

A甲0001  A甲0002  A甲0003  A甲0004  A甲0005  A甲0007  A甲0009  C0004 

建築大工 

（大工工事作業） 

A甲0006  A甲0019  A甲0027  A甲0029  A甲0030  A甲0031  A甲0032  A甲0034 

A甲0044  A甲0045  A甲0055  A甲0056  A甲0058  A甲0059  A甲0060  A甲0061 

A甲0063  A甲0065  A甲0066  A甲0067  A甲0068  A甲0069  B0001  C0005  C0008 

C0010  C0011  C0012  C0013  C0014  C0016  C0017  C0018 
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かわらぶき 

（かわらぶき作業） 

A甲0001 

配管 

（建築配管作業） 

A甲0003  A甲0007  A甲0009  A甲0011  A甲0017  A甲0018  B0003  B0004  C0003 

C0005  C0009  C0010  C0011  C0012  C0015  C0016  C0019 

鉄筋施工 

（鉄筋組立て作業） 

A甲0001  A甲0002  A甲0003  A甲0006  A甲0007  A甲0008  B0001  C0001 

コンクリート圧送施工 

（コンクリート圧送工事作業） 

A甲0001  A甲0002  A甲0003  A甲0004 

防水施工 

（アスファルト防水工事作業） 

C0001 

ガラス施工 

（ガラス工事作業） 

A甲0001  C0001 

機械・プラント製図 

（機械製図CAD作業） 

A甲0004  A甲0006  A甲0008  A甲0009 

電気製図 

（配電盤・制御盤製図作業） 

A甲0001  A甲0003  A甲0004  A甲0005  C0001  C0002  C0003 

金属材料試験 

（組織試験作業） 

金属材料試験職種（組織試験作業）の合格者は、別途発表します。 

塗装 

（鋼橋塗装作業） 

A甲0001  C0001  C0002 

３級 

 機械加工 

（普通旋盤作業） 

B0001  B0002 

機械検査 

（機械検査作業） 

A甲0001  A甲0002  A甲0004  A甲0005  A甲0007  A甲0008  A甲0009  A甲0010 

A甲0011  A甲0012  A甲0013  A甲0014  A甲0015  A甲0017  A甲0018  A甲0019 

A甲0020  A甲0021  A甲0022  A甲0023  A甲0027  A甲0028  A甲0029  A甲0031 

A甲0032  A甲0033  A甲0036  A甲0037  A甲0038  A甲0039  A甲0040  A甲0041 

A甲0043  A甲0044  A甲0046  A甲0047  A甲0048  A甲0050  A甲0052  A甲0054 

A甲0055  A甲0056  A甲0058  A甲0059  A甲0060  A甲0061  A甲0062  A甲0063 

A甲0064  A甲0065  A甲0066  A甲0067  A甲0068  A甲0069  A甲0070  A甲0071 

A甲0072  A甲0073  A甲0074  A甲0078  A甲0079  A甲0080  A甲0081  A甲0082 

A甲0083  A甲0084  A甲0085  A甲0086  A甲0087  A甲0088  A甲0089  A甲0090 

A甲0092  A甲0093  A甲0095  A甲0096  A甲0097  A甲0098  A甲0099  A甲0101 

A甲0102  A甲0103  A甲0104  A甲0105  A甲0106  A甲0107  A甲0108  A甲0109 

A甲0110  A甲0111  A甲0113  A甲0114  A甲0115  A甲0116  A甲0117  A甲0118 

A甲0119  A甲0120  A甲0121  A甲0122  A甲0123  A甲0125  A甲0126  A甲0129 

A甲0130  A甲0131  A甲0132  A甲0134  A甲0135  A甲0136  A甲0137  A甲0138 
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A甲0139  A甲0140  A甲0142  A甲0143  A甲0144  A甲0145  A甲0146  A甲0147 

A甲0148  A甲0149  A甲0150  A甲0151  A甲0152  A甲0153  A甲0154  A甲0155 

A甲0156  A甲0157  A甲0158  A甲0159  A甲0160  A甲0161  A甲0162  A甲0163 

A甲0164  A甲0167  A甲0168  A甲0169  A甲0170  A甲0171  A甲0172  A甲0173 

A甲0174  A甲0175  A甲0176  A甲0177  A甲0178  A甲0179  A甲0180  A甲0181 

A甲0182  A甲0183  A甲0184  A甲0185  A甲0186  A甲0188  A甲0189  A甲0190 

A甲0191  A甲0192  A甲0193  A甲0194  A甲0195  A甲0196  B0001  B0002  B0004 

B0005  C0001  C0002  C0003  C0004 

電気機器組立て  

（シーケンス制御作業） 

A甲0002  A甲0003  A甲0008  A甲0010  A甲0012  A甲0013  A甲0014  A甲0015 

A甲0016  A甲0018  A甲0019  A甲0025  A甲0028  A甲0030  A甲0031  C0002  C0003 

C0004  C0008  C0010  C0011  C0012  C0013  C0015 

冷凍空気調和機器施工 

（冷凍空気調和機器施工作業） 

A甲0002  A甲0003  A甲0004  A甲0005  A甲0006  A甲0009  A甲0011  A甲0013 

A甲0014  A甲0018  A甲0020  A甲0023  A甲0025  A甲0026  B0001 

建築大工 

（大工工事作業） 

A甲0001  A甲0002  A甲0003  A甲0004  A甲0005  A甲0006  A甲0007  A甲0008 

A甲0009  A甲0010  A甲0011  A甲0012  A甲0013  A甲0014  A甲0015  A甲0016 

A甲0017  A甲0018  A甲0019  A甲0020  A甲0021  A甲0023  A甲0024  A甲0025 

A甲0026  A甲0027  A甲0028  A甲0029  A甲0031  A甲0032  A甲0033  A甲0034 

A甲0035  A甲0036  A甲0038  A甲0039  A甲0040  A甲0041  A甲0042  A甲0043 

A甲0044  A甲0045  A甲0046  A甲0047  A甲0048  A甲0049  A甲0050  A甲0051 

A甲0052  A甲0053  A甲0055  A甲0056  A甲0057  A甲0059  A甲0060  A甲0061 

A甲0062  A甲0063  A甲0064  A甲0065  A甲0066  A甲0067  A甲0068  A甲0069 

A甲0071  A甲0072  A甲0073  A甲0074  A甲0075  A甲0078  A甲0080  A甲0081 

A甲0082  A甲0083  A甲0084  A甲0085  A甲0086  A甲0087  A甲0089  A甲0090 

A甲0091  A甲0094  A甲0095  A甲0100  A甲0101  A甲0103  A甲0104  A甲0105 

A甲0106  A甲0108  A甲0109  A甲0110  A甲0111  A甲0112  A甲0113  A甲0114 

A甲0115  A甲0116  A甲0117  A甲0118  A甲0119  A甲0120  A甲0121  A甲0122 

A甲0123  A甲0124  A甲0125  A甲0126  A甲0127  A甲0128  A甲0129  A甲0130 

A甲0131  A甲0132  A甲0133  A甲0134  A甲0135  C0001 

配管 

（建築配管作業） 

A甲0001  A甲0002  A甲0005  A甲0008  A甲0012  A甲0016  A甲0017  A甲0018 

A甲0019  A甲0020  A甲0022  A甲0023  B0001  B0002  C0002  C0003 

テクニカルイラストレーション 

（テクニカルイラストレーションCAD作業） 

A甲0001  A甲0002  A甲0003  A甲0004  A甲0005  A甲0006  A甲0007  A甲0008 

A甲0009  A甲0010  A甲0011  A甲0012  A甲0013  A甲0014  A甲0015  A甲0016 

A甲0017  A甲0018  A甲0020  A甲0021  A甲0022  A甲0023  A甲0024  A甲0025 

A甲0026  A甲0027  A甲0028  A甲0030  B0001  B0002 

機械・プラント製図 

（機械製図CAD作業） 

A甲0001 

貴金属装身具製作 

（貴金属装身具製作作業） 

A甲0001  
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新潟県企業局管理規程第３号 

新潟県企業局財務規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

平成30年３月16日 

新潟県企業管理者  小 林  康 昌 

新潟県企業局財務規程の一部を改正する規程 

新潟県企業局財務規程（昭和62年新潟県企業局管理規程第４号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)を当該改正部分に対応する同表の改正

後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

   （用語の意義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1)～(7) （略） 

(8) 収入徴収者 収入を徴収する企業局長の権限

を次条第３項第１号の規定により専決する者及

び第４条第１項第２号の規定により委任された

者をいう。 

(9) 支出命令者 支出を命令する企業局長の権限

を次条第３項第２号及び同条同項ただし書の規

定により専決する者、第４条第１項第３号の規

定により委任された者並びに第４条の２の規定

により専決する者をいう。 

 

別表第１（第３条関係） 

 収入原因行為 

  （略） 

 支出負担行為 

科目等 次長 課長 
課長

補佐 

１  収

益 的

支出 

（略） 

(9) （略）    

 電気、機械、

土木及び建

築工事費 

２ 億

円 未

満 

１ 億

円 未

満 

 

  （略） （略） 

（略） 

２  資

本 的

支出 

(1) （略） （略） 

 工事費 

２ 億

円 未

満 

１ 億

円 未

満 

 

  （略） （略） 

(2) （略） （略） 

 造成工事費 

２ 億

円 未

満 

１ 億

円 未

満 

 

  （略） （略） 

（略） 

（略） 

 

別表第２（第４条、第４条の２関係） 

 （用語の意義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1)～(7) （略） 

(8) 収入徴収者 収入を徴収する企業局長の権限

を次条第３項第１号の規定により専決する者及

び第４条第２項の規定により委任された者をい

う。 

(9) 支出命令者 支出を命令する企業局長の権限

を次条第３項第２号及び同条同項ただし書の規

定により専決する者、第４条第３号の規定によ

り委任された者並びに第４条の２の規定により

専決する者をいう。 

 

別表第１（第３条関係） 

 収入原因行為 

  （略） 

 支出負担行為 

科目等 次長 課長 
課長

補佐 

１  収

益 的

支出 

（略） 

(9) （略）    

 電気、機械、

土木及び建

築工事費 

１ 億

円 未

満 

5,000

万 円

未満 

 

  （略） （略） 

（略） 

２  資

本 的

支出 

(1) （略） （略） 

 工事費 

１ 億

円 未

満 

5,000

万 円

未満 

 

  （略） （略） 

(2) （略） （略） 

 造成工事費 

１ 億

円 未

満 

5,000

万 円

未満 

 

  （略） （略） 

（略） 

（略） 

 

別表第２（第４条、第４条の２関係） 
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 収入原因行為 

  （略） 

 支出負担行為 

科目等 

事業所長

に委任す

る範囲 

次長に専

決させる

範囲 

１  収

益 的 支

出 

（略） 

(6) （略）   

 電気、機械

工事費 

１億円未

満 

 

  （略） （略） 

（略） 

２  資

本 的 支

出 

(1) （略） （略） 

電気、機械

工事費 

１億円未

満 

 

  （略） （略） 

（略） 

（略） 
 

 収入原因行為 

  （略） 

 支出負担行為 

科目等 

事業所長

に委任す

る範囲 

次長に専

決させる

範囲 

１  収

益 的 支

出 

（略） 

(6) （略）   

 電気、機械

工事費 

5,000 万

円未満 

 

  （略） （略） 

（略） 

２  資

本 的 支

出 

(1) （略） （略） 

電気、機械

工事費 

5,000 万

円未満 

 

  （略） （略） 

（略） 

（略） 
 

  附 則 

 この規程は、平成30年４月１日から施行する。 
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